
第 1 0 2 期 決 算 公 告 
平 成 22年 6月 25日 

鹿 児 島 市 金 生 町 6 番 6 号 

株式会社 鹿 児 島 銀 行 

取締役頭取 上 村 基 宏 
 

 

 
 

連結貸借対照表 (平成22年３月31日現在) 
 

(単位：百万円)  
 

科     目 金    額 科     目 金    額 

（負 債 の 部） 

預 金

譲 渡 性 預 金

コールマネー及び売渡手形

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

借 用 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

偶 発 損 失 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

 

2,951,792 

41,196 

27,912 

5,422 

11,151 

60 

24,871 

50 

686 

870 

886 

186 

2,731 

9,873 

27,023 

負 債 の 部 合 計 3,104,717 

(純 資 産 の 部) 

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ･ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

 

18,130 

11,221 

178,666 

△300 

207,718 

19,746 

△453 

13,629 

32,922 

8,343 

（資 産 の 部） 

現 金 預 け 金 

コールローン及び買入手形 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

ﾘ ｰ ｽ債権及びﾘ ｰ ｽ投資資産 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ エ ア 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

130,157 

8,373 

8,866 

186 

9,895 

999,439 

2,081,900 

1,378 

21,179 

25,884 

56,147 

10,613 

37,286 

77 

8,169 

9,748 

9,595 

152 

1,137 

27,023 

△27,616 
純 資 産 の 部 合 計 248,984 

資 産 の 部 合 計 3,353,702 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 3,353,702 
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連結損益計算書(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

 
(単位：百万円)  

  
科         目 金           額 

経 常 収 益    80,931  

資 金 運 用 収 益  54,039    

貸 出 金 利 息  42,475    

有 価 証 券 利 息 配 当 金  11,317    

コールローン利息及び買入手形利息  170    

預 け 金 利 息  5    

そ の 他 の 受 入 利 息  69    

役 務 取 引 等 収 益  10,929    

そ の 他 業 務 収 益  14,088    

そ の 他 経 常 収 益  1,874    

経 常 費 用    64,827  

資 金 調 達 費 用  5,968    

預 金 利 息  4,001    

譲 渡 性 預 金 利 息  326    

コールマネー利息及び売渡手形利息  113    

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  26    

借 用 金 利 息  161    

そ の 他 の 支 払 利 息  1,339    

役 務 取 引 等 費 用  2,990    

そ の 他 業 務 費 用  11,743    

営 業 経 費  41,573    

そ の 他 経 常 費 用  2,550    

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  984    

そ の 他 の 経 常 費 用  1,565    

経 常 利 益   16,104  

特 別 利 益   25  

固 定 資 産 処 分 益  25    

償 却 債 権 取 立 益  0    

特 別 損 失    407  

固 定 資 産 処 分 損  152    

減 損 損 失  254    

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益    15,722  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税    5,167  

法 人 税 等 調 整 額    702  

法 人 税 等 合 計    5,869  

少 数 株 主 利 益    552  

当 期 純 利 益    9,300  
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連 結 注 記 表 

 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類の作成方針 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２

に基づいております。 

1．連結の範囲に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等  ８社 

 かぎんビジネスサービス株式会社 

 かぎんオフィスサービス株式会社 

 かぎん会計サービス株式会社 

 かぎん代理店株式会社 

 鹿児島リース株式会社 

 株式会社鹿児島カード 

 鹿児島保証サービス株式会社 

 株式会社鹿児島地域経済研究所 

②非連結の子会社及び子法人等   １社 

 ケイエム・リーシング有限会社 

 ケイエム・リーシング有限会社は、鹿児島リース株式会社の子会社であり、匿名組合契

約方式によるリース事業を行っている営業者であります。その資産及び損益は実質的に

当該子会社に帰属しないため、会社計算規則第63条第１項第２号により、連結の範囲か

ら除外しております。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

非連結子会社ケイエム・リーシング有限会社については、損益が実質的に当該会社に帰属

しないため、持分法の適用から除外しております。 

 

3．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日はすべて３月末日であります。 

 

4．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用

しております。 
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会計処理基準に関する事項 

1．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っ

ております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券の評価は、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、

その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（売却原価は主として移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証

券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されてい

る有価証券の評価は、時価法により行っております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附

属設備を除く｡）については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建   物    19年 ～ 50年 

その他    ２年 ～ 20年 

   連結される子会社及び子法人等の主な有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基

づき、定額法により償却しております。 

(2)無形固定資産 

   無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）

に基づいて償却しております。 

5．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指

針｣ (日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号) に規定する正常先債権及び要

注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出

した貸倒実績率等に基づき引当てております。なお、要注意先債権に相当する債権におい

て、貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権

の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができ

る債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引い

た金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）

により引当てております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理
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的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に残存期間を算定し、

その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を引当てております。破綻懸

念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を引当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債

権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てて

おります。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果により上記の引

当を行っております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等

を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引当てております。 

6．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額

のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

7．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及

び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 (10年) 

による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（10年）による定率法により発生の翌連結会計年度から損益処理 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度末から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計

基準第19号平成20年７月31日）を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、未認識数理計算上の差異は 545百万円減少しております

が、未認識数理計算上の差異は発生の翌連結会計年度から費用処理することとしているた

め、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。 

8．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労

金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上して

おります。 

9．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

当行の睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、

過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見積額を計上しております。 
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10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会等への負担金の支払に備えるため、

対象債権に対する予想負担率等により算定した将来の支払見積額を計上しております。 

11．外貨建資産及び負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しており

ます。 

12．ヘッジ会計の方法 

(1)金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は､「銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第24号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方

法については、キャッシュ・フローを固定するヘッジについてヘッジ対象とヘッジ手段の

金利変動要素等の相関関係を検証しております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

(2)為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀

行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第25号) に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行

う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建

金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認するこ

とによりヘッジの有効性を評価しております。 

13．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。 

14．ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料を収受すべき時にその他業務収益とその他業務費用を計上する方法によっており

ます。 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 

（金融商品に関する会計基準） 

当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年３月10

日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平成20

年３月10日）を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、有価証券は37百万円増加、繰延税金負債は14百万円増加、そ

の他有価証券評価差額金は22百万円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ13百万円増加しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 1．貸出金等のうち、破綻先債権額は 7,783百万円、延滞債権額は 26,255百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな

かった貸出金等（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金等」とい

う｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまで

に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金等であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金等であって、破綻先債権及び債務者の経営再

建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金等以外の貸出金等であり

ます。 

 2．貸出金等のうち、３カ月以上延滞債権額は 29百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上

遅延している貸出金等で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 3．貸出金等のうち、貸出条件緩和債権額は 26,403百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め

を行った貸出金等で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであ

ります。 

 4．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 

60,471百万円であります。 

なお、上記 1.から 4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 5．手形割引は、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理してお

ります。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、15,671百万円であり

ます。 

 6．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

有 価 証 券 183,233百万円

リース投資資産 5,965百万円

そ の 他 資 産 2,379百万円

 担保資産に対応する債務 

預    金 33,367百万円

債券貸借取引受入担保金 5,422百万円

借 用 金 8,412百万円

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保として、有価証券 59,334百万円 

を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 412百万円であります。 
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 7．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資

金を貸付けることを約する契約であります。 

これらの契約に係る融資未実行残高は 605,001百万円であり、このうち原契約期間が１年

以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 600,770百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残

高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フ

ローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等

が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴

求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を

把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

 8．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用

の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

 再評価を行った年月日            平成10年３月31日 

 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号

に定める地価公示価格に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出してお

ります。 

ただし、適切な地価公示価格がない場合は同施行令第２条第２号に定める基準地価又

は同施行令第２条第４号に定める地価税法に規定する方法により算定した価格に時点

修正等合理的な調整を行って算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合

計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 12,979百万円 

 9．有形固定資産の減価償却累計額        32,296百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額           3,819百万円 

11．｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債

に対する当行の保証債務の額は 7,110百万円であります。 

12．１株当たりの純資産額             1,146円00銭 
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13．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務 △21,298百万円

年金資産（時価） 24,129百万円

差引差額 2,830百万円

未認識数理計算上の差異 4,286百万円

未認識過去勤務債務 54百万円

連結貸借対照表計上額の純額 7,171百万円

 前払年金費用 7,858百万円

 退職給付引当金 △686百万円

14．国内会計基準に係る連結自己資本比率      14.33％ 

 

（連結損益計算書関係） 

 1．｢その他経常費用｣には株式等償却 828百万円を含んでおります。 

 2．１株当たりの当期純利益金額    44円28銭 

3. 所有目的を変更した以下の資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額 254百万円を減損損失として特別損失に計上しております。  

          （単位：百万円）   

 
区 分 地 域 種 類 減損損失 

うち土地 うち建物 

営業用資産 
鹿児島県外 

1 か所 
土地及び建物 215 191 24

鹿児島県内 

7 か所 
土地及び建物 22 22 0

遊休資産 
鹿児島県外 

5 か所 
土地及び建物 16 16 0

合 計 － － 254 229 24

  当行の営業用資産のグルーピングの方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位で行っ

ております。また、連結される子会社及び子法人等は主として各社単位でグルーピングを行

っております。 

資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価基準等

に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

― 9 ― 



（金融商品関係） 

1．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

当行グループは、個人や法人等の預金者から受け入れた預金や短期金融市場から調達した

資金などをもとに、資金の貸出や有価証券運用などを行う銀行業を行っており、その他に

リース業などを行っております。 

保有する金融資産及び金融負債は金利変動や価格変動などを伴なうため、不利な影響が生

じないよう、オフバランス取引を含む銀行全体の資産及び負債を対象にリスクを統合的に

把握・コントロールし、収益の向上と安定化を図るべく資産及び負債の総合的管理（ＡＬ

Ｍ）を行っております。その一環としてデリバティブ取引も行っております。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する主な金融資産は、次のとおりであります。 

貸出金は、主に国内の法人及び個人に対する貸出金であり、貸出先の財務状況の悪化等に

よる信用リスクを有しております。また、貸出金のうち固定金利貸出については、金利変

動リスクを有しております。 

有価証券は、国債、地方債、社債、株式等であり、金利変動リスク、価格変動リスク、為

替変動リスク及び信用リスクを有しております。 

預金及び譲渡性預金は、金利変動リスクを有しております。 

コールマネーは、一定の環境の下で市場を利用できなくなる場合など、資金調達に係る流

動性リスクを有しております。 

また、貸出金、有価証券等にかかる市場リスクの回避を主目的としてデリバティブ取引を

行っており、一部はヘッジ会計を適用しております。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当行は、信用リスクの基盤として企業審査を位置付け、個社ごとの信用リスク管理の強

化及びポートフォリオ管理手法の高度化を図るとともに、要管理先等に対する経営改善

指導を充実させることを基本方針としております。 

当行は、信用リスク管理態勢の充実を図るため、本部における審査管理部門と営業推進

部門を分離し、更に事業性貸出部門については、「信用格付制度」の企画及び信用リス

ク量を計測する信用リスク管理部門を独立させるなど、信用リスク管理強化の観点から

相互牽制が有効に機能する管理態勢を構築しております。 

企業信用格付は、融資支援システム「ＫｅｙＭａｎ」による「企業審査」に基づき実施

しております。企業審査では、まず企業の財務面・非財務面の実態に基づき行内共通の

評価基準により企業信用格付を付与し、格付と整合的な自己査定の債務者区分の決定及

び格付に応じた融資方針や貸出金利の決定などを、企業信用格付を核とした一連の業務

として行っております。 

信用リスク管理部門は、与信ポートフォリオのリスク量を計測するなど、その管理状況

を定期的に、また必要に応じてリスク管理委員会やＡＬＭ委員会に報告しており、その

審議事項については取締役会に報告しております。 

個別案件の審査・与信判断にあたっては、融資業務の基本方針や個別融資の判断基準及
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び融資の集中を防止するための指針を定めた「融資業務の規範」を制定し、これに則っ

て審査を実施しております。 

②市場リスクの管理 

当行は、市場リスクを適切に管理することが戦略目標達成のため重要であることを十分

に認識のうえ、市場リスク管理状況を的確に把握し、適正な市場リスク管理態勢の整

備・確立をはかる中で、能動的に一定の市場リスクを引受け、これを管理する中で収益

機会を捉えていくことを基本方針としております。 

当行における市場関連取引の業務運営態勢は、市場部門（フロントオフィス）、事務管

理部門（バックオフィス）、リスク管理部門（ミドルオフィス）に分離し、相互牽制が

有効に機能する態勢とするとともに、半期ごとに保有限度枠、ＶａＲ限度額、損失限度

額を常務会で定め、厳格な運営管理を実施しております。 

市場関連取引のリスクは、ミドルオフィスが、保有限度枠の使用状況や評価損益、有価

証券ポートフォリオのＢＰＶ（ベーシス・ポイント・バリュー）、ＶａＲ等のリスク指

標を測定し、経営陣へ日次で報告するとともに、リスク管理委員会へ月次で報告され、

リスク管理委員会での検討結果については、取締役会に報告しております。 

ＡＬＭ委員会では、資産及び負債の総合的管理の観点から、銀行勘定の金利リスクを含

めて市場関連リスクをモニタリングし、経済環境・市場動向予測に基づいてヘッジ戦略

について検討しております。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行は、運用資金の大部分を預金により調達しており資金繰りは安定しておりますが、

市場金融部内に設置した資金繰り管理部門が、日次・週次・月次の資金繰り状況を把握

し、必要に応じて適切な市場調達を実施しております。 

資金繰りの状況は、資金繰り管理部門から独立したリスク管理部門が日常的にモニタリ

ングしており、また、不測の事態に備えて保有有価証券を活用した市場調達の準備等、

利用可能な調達手段の確保にも努めております。 

資金繰りリスクや市場流動性リスクのモニタリング結果は、リスク管理委員会に報告さ

れ、リスク管理委員会での検討結果については、取締役会へ報告しております。 

④デリバティブ取引に係るリスクの管理 

当行のデリバティブ取引は、貸出金・有価証券等に係る市場リスクの回避を主目的とし

て取組むことを基本方針としております。 

当行の利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包しておりま

す。 

市場リスクにおいては、金利関連のデリバティブ取引において金利変動リスクを、通貨

関連のデリバティブ取引において為替変動リスクを、株式・債券関連のデリバティブ取

引において価格変動リスクをそれぞれ有しております。 

また、信用リスクにおいては、取引の契約先をいずれも取引所や信用度の高い銀行及び

証券会社としており、契約不履行によるリスクを金融機関の運用限度額等により適切に

管理しております。 

当行のリスク管理は、金利や為替等の相場変動リスクにさらされている資産・負債に対

して、そのリスク回避のため効果的にデリバティブ取引が利用されているかを重点的に
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行っており、その基本方針はＡＬＭ委員会で検討され、取引の実行及び管理は、市場金

融部が行っております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
 

2．金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次

表には含めておりません((注 2)参照)。 
  （単位：百万円） 

 
連結貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

資 産  

(1)現金預け金 130,157 130,157 －

(2)コールローン及び買入手形 8,373 8,373 －

(3)商品有価証券  

売買目的有価証券 186 186 －

(4)有価証券  

その他有価証券 995,268 995,268 －

(5)貸出金 2,081,900  

貸倒引当金(*1) △25,144  

 2,056,755 2,081,261 24,505

資 産 計 3,190,741 3,215,247 24,505

負 債  

(1)預金 2,951,792 2,954,796 3,004

(2)譲渡性預金 41,196 41,236 39

(3)コールマネー及び売渡手形 27,912 27,912 －

負 債 計 3,020,900 3,023,944 3,043

デリバティブ取引(*2)  

ヘッジ会計が適用されていないもの （186） （186） －

ヘッジ会計が適用されているもの （760） （760） －

デリバティブ取引計 （946） （946） －

(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については、( )で表示しております。 
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(注 1)金融商品の時価の算定方法 

資 産

(1)現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。満期のある預け金については、残存期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2)コールローン及び買入手形 

これらは、約定期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳

簿価額を時価としております。 

(3)商品有価証券 

販売目的のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から

提示された価格によっております。 

(4)有価証券 

株式は取引所の価格、債券は主として取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によって

おります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しており

ます。 

(5)貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実

行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元

利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりま

す。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロ

ーの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時

価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、

当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないも

のについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定さ

れるため、帳簿価額を時価としております。 

負 債

(1)預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており

ます。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引

いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用

いております。 

(2)譲渡性預金 

譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価

値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま

す。 

(3)コールマネー及び売渡手形 

これらは、約定期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 
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デリバティブ取引

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨スワップ、為替予約

等）、クレジットデリバティブ取引であり、割引現在価値、取引対象物の価格、契約期間等に基づき

算出した価額によっております。 

 

(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商
品の時価情報「資産（4）有価証券」には含まれておりません。  

 （単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式(*1)(*2) 1,990

② 組合出資金(*3) 2,179

合 計 4,170

(*1)非上場株式については、市場価格等がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ 

とから、時価開示の対象とはしておりません。 

(*2)当連結会計年度において、非上場株式については 15 百万円減損処理を行っております。 

(*3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められる 

もので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

(注 3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
     （単位：百万円）

 
1 年以内

1 年超 

3 年以内

3 年超 

5 年以内

5 年超 

7 年以内

7 年超 

10 年以内 
10 年超

預け金 90,123 － － － － －

コールローン及び買入手形 8,373 － － － － －

有価証券  

その他有価証券のうち満

期があるもの 
133,575 290,537 182,577 70,372 200,569 56,299

貸出金(*) 655,247 409,732 280,677 191,088 214,569 297,920

合 計 887,319 700,269 463,255 261,460 415,139 354,220

(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権 32,664 百万円は含めておりません。 

 

(注 4) 有利子負債の連結決算日後の返済予定額 
     （単位：百万円）

 
1 年以内

1 年超 

3 年以内

3 年超 

5 年以内

5 年超 

7 年以内

7 年超 

10 年以内 
10 年超

預金(*) 2,819,443 114,960 17,388 0 － －

譲渡性預金 41,196 － － － － －

コールマネー及び売渡手形 27,912 － － － － －

合 計 2,888,552 114,960 17,388 0 － －

(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。 
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（有価証券関係） 

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証

券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 
 
1．売買目的有価証券（平成22年３月31日現在) 
 (単位:百万円）

 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券  △0 
  
2．その他有価証券（平成22年３月31日現在) 
 (単位:百万円)
 

 
種 類 

連結貸借対 
照表計上額 

取得原価 差 額 

株 式 54,516 29,906 24,609

債 券 731,855 720,394 11,460

 国 債 302,378 298,447 3,930

 地方債 109,797 107,246 2,551

 社 債 319,679 314,700 4,978

その他 46,084 45,463 620

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小 計 832,455 795,764 36,691

株 式 7,001 8,026 △1,024

債 券 132,004 134,731 △2,726

 国 債 124,688 127,394 △2,705

 地方債 ― ― ― 

 社 債 7,315 7,336 △21

その他 23,806 24,492 △686

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小 計 162,812 167,250 △4,437

合 計 995,268 963,015 32,253
 
注. 市場価格等がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等（連結貸

借対照表計上額 4,170百万円）については、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。 

  
 3． 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

(単位:百万円）   

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 
株 式 2,841 423 131 
債 券 53,825 301 ― 
 国 債 37,424 176 ― 
 地方債 ― ― ― 
 社 債 16,400 125 ― 
その他 34,073 281 567 

合 計 90,740 1,007 699 
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4．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が著しく下落したときは、回

復する見込みがあるものを除き、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、

評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における時価のある有価証券の減損処理額は、株式 812 百万円であります。 

なお、個々の銘柄の有価証券の時価が、取得原価に比べて 30％程度以上下落した場合は回復

可能性の判定の対象とし、減損の要否を判断しております。 
  

（金銭の信託関係） 
 

運用目的の金銭の信託(平成22年３月31日現在)  
 

  (単位:百万円）

 連結貸借対照表計上額 

 
当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額 
 

運用目的の金銭の信託 9,895 513 

 
(税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

繰延税金資産 

 貸倒引当金 9,565百万円

 減損損失 2,727百万円

 その他有価証券評価差額金 1,793百万円

 有価証券償却等 1,507百万円

 無形固定資産償却超過額 546百万円

 減価償却超過額 497百万円

 睡眠預金払戻損失引当金 358百万円

 役員退職慰労引当金 352百万円

 繰延ヘッジ損益 307百万円

 その他 1,568百万円

繰延税金資産小計 19,224百万円

評価性引当額 △4,409百万円

繰延税金資産合計 14,815百万円
 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △14,267百万円

 前払年金費用 △1,908百万円

 固定資産圧縮積立金 △233百万円

繰延税金負債合計 △16,409百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △1,594百万円
 

― 16 ― 


